
令和９年度より義務化される事項について
（令和６年度介護報酬改定関係）



令和９年度より義務化される事項の一覧

サービス種別 項目

訪問リハビリテーション★ ・診療未実施減算の経過措置の延長等（P.5）

居宅療養管理指導★ ・高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長（P.8）

短期入所生活介護★
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

短期入所療養介護★
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

特定施設入居者生活介護★

・協力医療機関との連携体制の構築（P.3）
・口腔衛生管理の強化（P.6）
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

福祉用具貸与★ ・高齢者虐待防止の推進（P.4）

介護老人福祉施設
・協力医療機関との連携体制の構築（P.3）
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

介護老人保健施設
・協力医療機関との連携体制の構築（P.3）
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

介護医療院
・協力医療機関との連携体制の構築（P.3）
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会の設置の義務付け（P.7）

★：介護予防についても同様の場合



１. （３）⑲ 協力医療機関との連携体制の構築

概要

○ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を
行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を
構築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定める
ことにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて
連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医

療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる

ことができるように努めることとする。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

概要

○ 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅
医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行
う。【省令改正】

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医
療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させる
ことができるように努めることとする。

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】
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概要

○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。 【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

１.（６）① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設）
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の
減算となる。
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２.（１）⑩ 診療未実施減算の経過措置の延長等

概要

○ 訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成に当たって事業所医師が診療せず、「適切な
研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算（診療未実施減算）について、以下の見直しを行う。

ア 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和６年３月 31 日までとされている適用猶
予措置期間を３年間延長する。

イ 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて、事
業所が確認を行うことを義務付ける。【告示改正、通知改正】

【訪問リハビリテーション★】

算定要件等

○ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、以下を要件とし、診療未実
施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的
管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用
者に関する情報の提供を受けていること。

（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテー
ション計画を作成すること。

○ 上記の規定に関わらず、令和９年３月31日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、同期間
に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。

・上記（１）及び（３）に適合すること。
・（２）に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
診療未実施減算 50単位減算 変更なし
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２.（１）⑰ 特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化

概要

○ 全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた
適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加
算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、３年間の経過措置期間を
設けることとする。【省令改正】

基準

＜運営基準（省令）＞（※３年間の経過措置期間を設ける）
・ 「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備

し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。」ことを規定。

【特定施設入居者生活介護★】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 廃止

指示

日常的な口腔管理の提供 入居者

介護職員
歯科医師 歯科衛生士

技術的
助言・指導

（年２回以上）

【特定施設入居者生活介護】 入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成※＜運営基準等における対応＞

※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、
当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成する。
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３.（２）② 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

概要

〇 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、
事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】
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５．④ 居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び
業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長

概要

○ 居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要
性等を踏まえ、令和６年３月31 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長する。
【省令改正】
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等

【居宅療養管理指導★】
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